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山
口
氏
は
ま
ず
、
船
荷
証

券
に
関
す
る
基
本
的
な
用

語
、
各
種
船
積
み
書
類
、
傭

船
契
約
に
関
す
る
用
語
な
ど

を
解
説
。
ま
た
、
国
際
海
上

物
品
運
送
法
に
関
し
て
、
日

本
は
1
9
5
7
年
に
ヘ
ー
グ

・
ル
ー
ル
を
批

准
し
、
国
際
海

上
物
品
運
送
法

を
制
定
、
1
9

9
2
年
に
ヘ
ー

グ
・
ヴ
ィ
ス
ビ

ー
・
ル
ー
ル
を

批
准
し
、
国
際

海
上
物
品
運
送

法
を
改
定
し
た

と
説
明
し
た
。

運
送
人
や
契

約
当
事
者
の
特

定
に
つ
い
て

は
、
「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
号
事

件
」
「
カ
ム
フ
ェ
ア
号
事

件
」
な
ど
の
過
去
の
事
例
、

判
例
を
紹
介
。
「
荷
主
に
と

っ
て
は
、
事
故
が
発
生
し
た

場
合
、
運
送
人
を
特
定
す
る

こ
と
が
重
要
に
な
る
。
運
送

人
が
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
世
界
的
に
も
裁
判
で
争
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ

と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
強
調
し
た
。

さ
ら
に
、
請
求
者
の
基
本

的
立
証
事
項
、
法
的
免
責
事

項
に
つ
い
て
言
及
。
「
船
舶

火
災
は
損
害
が
巨
額
に
の
ぼ

り
や
す
く
、
過
失
の
判
定
が

困
難
な
た
め
伝
統
的
に
免
責

と
さ
れ
る
。
た
だ
、
運
送
人

に
故
意
過
失
が
あ
る
場
合
は

除
く
」
と
述
べ
た
。
海
固
有

の
危
険
に
関
し
て
は
、
「
嵐

が
海
固
有
の
危
険
と
い
え
る

か
ど
う
か
は
当
該
海
象
が
当

時
の
季
節
・
場
所
を
か
ん
が

み
て
も
到
底
予
測
し
得
な
い

も
の
か
ど
う
か
に
よ
る
」
と

の
判
例
を
紹
介
。
考
慮
す
べ

き
要
素
と
し
て
風
力
、
場

所
、
時
期
、
予
見
可
能
性
、

継
続
時
間
、
船
体
損
傷
を
挙

げ
た
。

出
訴
期
限
に
つ
い
て
は
、

運
送
品
に
関
す
る
運
送
人
の

責
任
は
、
運
送
品
が
引
き
渡

さ
れ
た
日
（
全
部
滅
失
の
場

合
に
は
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き

日
）
か
ら
、
1
年
以
内
に
裁

判
上
の
請
求
が
な
さ
れ
な
い

限
り
消
滅
す
る
と
解
説
。

「
邦
文
で
は
『
い
か
な
る
場

合
に
も
』
と
の
意
味
の
部
分

は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
同
様

に
解
釈
さ
れ
、
船
荷
証
券
を

所
持
し
な
い
者
に
運
送
品
を

引
き
渡
し
た
場
合
（
保
証
渡

し
）
に
も
本
件
条
文
は
適
用

さ
れ
る
。
出
訴
期
限
の
起
算

日
は
、
あ
く
ま
で
『
引
き
渡

さ
れ
る
べ
き
日
』
で
あ
る
」

と
注
意
を
促
し
た
。

加
え
て
、
「
裁
判
上
の
請

求
」
と
は
、
訴
え
提
起
の
ほ

か
、
支
払
い
命
令
の
申
し
立

て
、
和
解
の
申
し
立
て
、
破

産
手
続
き
参
加
、
会
社
更
生

手
続
き
参
加
、
船
主
責
任
制

限
手
続
き
参
加
、
差
し
押
さ

え
仮
差
し
押
さ
え
お
よ
び
仮

処
分
、
仲
裁
の
申
し
立
て
な

ど
と
し
た
。

国
際
海
上
物
品
運
送
法
で

運
送
人
の
使
用
人
も
運
送
人

と
同
一
の
利
益
を
享
受
す
る

こ
と
を
規
定
し
た
条
項
「
ヒ

マ
ラ
ヤ
ク
ロ
ー
ズ
」
に
も
触

れ
、
英
国
、
米
国
、
日
本
に

お
け
る
同
条
項
の
適
用
に
関

し
て
詳
し
く
説
明
し
た
。

共
同
海
損
に
つ
い
て
は
、

船
舶
が
衝
突
、
火
災
、
荒
天

遭
遇
な
ど
に
よ
っ
て
危
険
な

状
態
に
な
っ
た
と
き
、
貨
物

を
犠
牲
に
し
た
り
、
救
助
を

要
請
す
る
こ
と
な
ど
で
、
船

舶
、
貨
物
双
方
の
安
全
の
た

め
に
な
さ
れ
た
犠
牲
お
よ
び

費
用
を
船
舶
と
貨
物
が
共
同

負
担
す
る
制
度
と
説
明
。

「
貨
物
に
過
失
が
な
く
て
も

共
同
海
損
分
担
金
の
請
求
を

受
け
る
ほ
か
、
保
証
状
を
提

出
し
な
い
と
貨
物
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述

べ
た
。

最
後
に
、
国
際
海
上
物
品

運
送
法
は
現
在
の
物
流
の
実

態
と
合
わ
な
い
部
分
も
出
て

き
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る

こ
と
も
必
要
だ
と
提
言
し

た
。

東
京
海
上
日
動
・
三
井
住
友
海
上
・
㈱
イ
ン
タ
ー
リ
ン
ク

セミナー会場

海
事
弁
護
士
の
山
口
氏
が
国
際
運
送
法
を
解
説

東
京
海
上
日
動
と
三
井
住
友
海
上
、
両
社
の
代
理

店
で
あ
る
㈱
イ
ン
タ
ー
リ
ン
ク
の
3
社
は
7
月
9

日
、
東
京
都
千
代
田
区
の
大
手
町
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
ク

エ
ア
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
で
「
外
航
貨
物
セ
ミ
ナ
ー
～
Ｂ
／
Ｌ

裏
面
約
款
と
荷
主
の
義
務
―
判
旨
判
例
に
よ
る
具
体

例
～
」
を
開
催
し
た
。
国
際
運
送
法
や
イ
ン
コ
タ
ー

ム
ズ
の
規
定
に
よ
る
荷
主
、
運
送
人
の
責
任
範
囲
の

違
い
、
貨
物
保
険
と
賠
償
保
険
の
補
償
範
囲
の
違
い

な
ど
に
つ
い
て
、
契
約
者
か
ら
の
照
会
が
増
え
て
い

る
こ
と
に
対
応
。
海
事
弁
護
士
と
し
て
著
名
な
岡
部

・
山
口
・
相
澤
・
戸
塚
法
律
事
務
所
の
山
口
修
司
弁

護
士
が
講
師
と
な
り
、
荷
主
、
運
送
人
と
し
て
最
低

限
知
っ
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
や
、
最
近
の
海
損
事

例
な
ど
を
解
説
し
た
。

「
外
航
貨
物
セ
ミ
ナ
ー
」開

「
外
航
貨
物
セ
ミ
ナ
ー
」開
催催

山口氏


